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　金沢港が本州日本海側の中央に位置し、有名な観光地に近

いことに加え、新幹線開業による「レール＆クルーズ」が追

い風になりクルーズの寄港数が急増しています。　　

　平成28年の30本が平成29年は54本、うち金沢港発着は、

本州日本海側トップとなる40本と過去最高を記録していま

す。また、その内の日本海クルーズでは、前年の乗船率が約

９割となっています。

　これに合わせて、今年度から港湾関連施設の再整備を始

め、東京オリンピック・パラリンピックが開催され、金沢港

が開港50周年の節目を迎える平成32年には、日本海側の拠

点港として新たな一歩を踏み出すこととしています。









消防庁長官及び日本消防設備安全センター理事長表彰

消防庁長官式辞

長官表彰を受賞された谷口　敏氏

左から(一財)北陸電気保安協会石川支店長の
山下芳雄氏、源田　武氏、西村智之氏

　消防行政の推進に寄与し、その
功績が顕著であったものを消防庁
長官が表彰する平成29年度消防設
備保守関係功労者表彰及び一般財
団法人日本消防設備安全センター
理事長表彰の表彰式が去る11月２
日（木）東京都港区元赤坂の明治
記念館で開催されました。

西村氏、源田氏に理事長表彰
　永年にわたり、消防用設備等の適正な
設置、維持管理の適正化又は普及に努
め、他の模範となると認められた西村智
之氏、源田　武氏が一般財団法人日本消
防設備安全センター理事長表彰を受賞さ
れました。

優良事業所に（一財）北陸電気
保安協会石川支店

　永年にわたり、消防用設備等点検済表
示制度の推進とその普及に尽力し、優れ
た業績を有する事業所として、一般財団
法人北陸電気保安協会石川支店が一般財
団法人日本消防設備安全センター理事長
表彰を受賞されました。

谷口氏に長官表彰
　当協会理事の谷口　敏氏（アムズ株式会社代表取締役
社長）は、平成29年度消防設備保守関係功労者に選ば
れ、消防庁長官から表彰状が授与されました。
　谷口氏は、永年にわたり当協会の役員として消防用設
備等の適正な設置、維持管理の適正化又は普及に努め、
その功績が顕著であったことが評価されたものです。



発 番 号 日  付 発  信  者 標　　　　　　　　　　　　題

消防予 
第213号

H29.7.12 消防庁   
予防課長

  エアゾール式簡易消火器の不具合に係る注意喚起等について
  標記の件については、これまでに約72,000本が回収されており、近
年は、事故認知件数も減少傾向になっているが、引き続き破裂事故
が確認されていることから継続的に注意喚起を願いたい。また、破
裂事故を覚知した場合は、消防庁へ報告をされたい。
１．対象製品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　ヤマトプロテック株式会社製「ヤマトボーイKT」及び「FMボー
イｋ」のうち別添２に示す製造ロット番号に該当するもの。　
２．不具合について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　製造工程上の不具合により当該エアゾール式簡易消火具容器内
面の腐食が進み破裂するもの。
３．廃棄処分の方法　
　当該エアゾール式簡易消火具は、消火薬剤を放射することで、
容器内の圧力が下がり破裂の危険が排除されるため、消費者自身
での薬剤放出及び廃棄処分を依頼している。

消防予
第268号

H29.8.24 消防庁
予防課長

　光警報装置の設置に係るガイドラインの運用について（通知）
　光警報装置については、聴覚障がい者等に対して火災時の情報を
有効に伝達する手段のひとつとして効果が期待されることから、光
警報装置の設置に係るガイドラインを示しているが、今般、光警報
装置の設置に係る運用について留意いただくべき点を下記のとおり
取りまとめたので通知する。
１．光警報装置等の設置について
２．消防設備士でなければ行ってはならない工事について
３．工事整備対象設備等着工届出書について
４．消防用設備等設置届出書について　　　　　
５．消防検査について　
６．点検及び報告について

消防予
第316号

H29.10.16 消防庁  
予防課長

　小規模社会福祉施設等に係る実態調査の結果について（通知）
　消防法施行令別表第一(6)項ロに掲げる防火対象物で、床面積が
275㎡未満のものについてスプリンクラー設備の設置が義務付けられ
たが、その実態調査結果が取りまとめられた。

消防予 
第330号

H29.10.27 消防庁  
予防課長

　住宅宿泊事業法に基づく届出住宅等に係る消防法令上の取扱いに
ついて（通知）
　住宅宿泊事業法施行令、住宅宿泊事業法施行規則等は平成29年10
月27日に公布され、住宅宿泊事業法とともに平成30年６月15日から
施行されることになったことに伴い、届出住宅等の消防法令上の取
扱いがまとめられた。

注） 詳細な内容については、当協会ホームページの「ＴＯＰＩＣＳ」欄でご確認ください。また、各種申請様式等につ
いては、(一財)日本消防設備安全センターホームページの「法令様式」をご利用ください。   

平成29年６月以降の主な通知等



  点検報告率は、全国平均で49.2％に！
　消防用設備の点検報告率は、前年度の48.2％より上昇したものの、依然として50％を割る状況と
なっており、規模や用途別、都道府県による格差が大きくなっています。また、近年、小規模な施設
において、多数の被害者を出す火災が見られることから、よりきめ細かな法令改正が行われており、
更なる制度の周知と適正な点検の実施が必要となっています。
　本県の点検報告率は、42.8％で年々少しずつ高くなってきているものの、全国での順位は下位の状
況が続いています。

都道府県別消防用設備点検報告率の推移

都道府県名
H27.3.31 H28.3.31 H29.3.31

都道府県名
H27.3.31 H28.3.31 H29.3.31

率(%) 順位 率(%) 順位 率(%) 順位 率(%) 順位 率(%) 順位 率(%) 順位

北 海  道 58.1 6 59.8 5 60.8 5 滋  賀  県 42.6 24 42.7 26 44.1 25

青  森  県 44.9 21 44.7 18 46.7 19 京  都  府 45.0 20 43.6 22 49.7 18

岩  手  県 62.6 2 60.4 4 56.1 10 大  阪  府 54.1 7 53.1 12 54.8 12

宮  城  県 39.4 35 41.4 32 41.9 33 兵  庫  県 45.9 19 52.1 13 57.5 9

秋  田  県 32.8 42 35.3 38 36.7 40 奈  良  県 42.2 26 44.4 21 46.3 20

山  形  県 43.7 22 44.6 19 41.9 33 和歌山県 32.5 43 33.6 42 37.0 37

福  島  県 42.6 25 39.5 35 42.4 32 鳥  取  県 46.9 17 43.3 24 44.8 24

茨  城  県 29.8 46 31.8 44 30.5 46 島  根  県 40.5 33 41.5 31 42.9 27

栃  木  県 31.8 44 30.9 46 32.3 44 岡  山  県 51.1 14 53.5 11 53.5 15

群  馬  県 33.4 40 34.4 40 36.1 41 広  島  県 60.9 4 63.4 2 62.9 2

埼  玉  県 41.7 27 41.7 29 42.9 27 山  口  県 54.0 8 56.7 7 53.6 14

千  葉  県 41.2 29 43.0 25 41.6 35 徳  島  県 34.9 37 32.7 43 31.6 45

東  京  都 70.4 1 66.8 1 61.6 3 香  川  県 30.6 45 31.1 45 35.7 42

神奈川県 46.1 18 43.6 23 45.4 23 愛  媛  県 59.4 5 59.7 6 61.1 4

新  潟  県 39.7 34 41.3 33 42.9 27 高  知  県 40.8 31 42.5 27 43.9 26

富  山  県 54.0 9 55.6 8 57.8 6 福  岡  県 51.1 13 49 16 50.7 17

石  川  県 40.9 30 41.6 30 42.8 30 佐  賀  県 50.0 15 54.6 9 57.8 6

福  井  県 32.9 41 34.4 39 34.1 43 長  崎  県 61.7 3 61.5 3 64.3 1

山  梨  県 33.5 39 36.4 37 38.1 38 熊  本  県 51.4 12 51.5 14 52.3 16

長  野  県 40.6 32 40.7 34 42.8 30 大  分  県 36.8 36 36.8 36 38.2 37

岐  阜  県 48.1 16 51.0 15 53.8 13 宮  崎  県 41.5 28 42.5 28 45.9 21

静  岡  県 43.4 23 44.5 20 45.9 21 鹿児島県 53.8 11 44.8 17 57.8 6

愛  知  県 53.9 10 54.3 10 54.9 11 沖  縄  県 18.0 47 17.6 47 18.0 47

三  重  県 34.4 38 34.2 41 40.9 36 全国平均 48.0 - 48.2 - 49.2 -

資料：消防庁防火対象物実態調査（但し、H29.3.31の数値は暫定値）
　消防法では、防火対象物関係者（所有者・管理者・占有者）に消防用設備等の定期的な点検と、消防機関への報告を
義務付けています。（消防法第17条の３の３）
　・機器点検：６カ月ごと（消火器や自動火災報知設備等の外観や機器の機能を確認します。）
　・総合点検：１年ごと（機器を作動させて、総合的な機能を確認します。）
　・点検結果の報告：特定防火対象物（毎年）、その他の防火対象物（３年に１回）



■ ■　会員の入会・退会のお知らせ　■ ■
〈退　会〉

退会日 事　業　所　名 代表者名 所　在　地 表示登録番号

H29.6.29
株式会社 井出油店

（賛助会員へ）
代表取締役
井出　　清

能美市寺井町る97番地１ ―

H29.6.30 有限会社 堂下通信
代表取締役
 堂下　幹夫

加賀市松山町イ56-1 17-1-0106

H29.10.31 株式会社 トラスティック
代表取締役社長
新村　嘉利

金沢市問屋町１丁目50番地 17-1-0116

防火対象物を訪問しています！

点検済票（ラベル）は、都道府県消防設備協会が一定の要件を満たしている点検実施者
（表示登録会員）に交付するものです。



■ ■　消防用設備等点検状況調査集計表　■ ■
（点検推進指導員実地調査分：H22.12～H29.11）
施設
区分 施  設  種  類 訪問数 未点検数

点検数 協　会
ラベル

自  社 
ラベル

他  県 
ラベル 未貼付 新設更新

会　員 会員外

1－ロ
集 会 場 5 0 4 1 4 0 0 1 0

集会場（公民館） 77 3 61 13 61 13 0 0 0
3－ロ 飲 食 店 1 0 1 0 1 0 0 0 0

4
店舗（スーパーマーケット） 27 1 23 3 21 1 3 0 1
店舗（薬局・書店・洋服等） 140 14 114 12 96 13 4 13 0

5－イ 旅館・ホテル 30 0 29 1 28 1 1 0 0
5－ロ 共 同 住 宅 467 31 403 33 387 33 0 15 1
6－イ 病 院・医 院 69 0 69 0 67 1 1 0 0
6－ロ 老人ホーム・障害児(者)施設 416 16 332 68 313 70 5 12 0

6－ハ
老人デイサービスセンター等 60 8 48 4 43 3 0 3 3
保育所・児童養護施設 355 17 284 54 271 52 0 13 2

6－ニ 幼 稚 園 29 0 28 1 28 1 0 0 0

7
小・中学校 72 0 72 0 72 0 0 0 0
高校・専門学校 33 0 31 2 31 0 0 2 0

8 図書館・美術館等 28 0 26 2 26 1 0 0 1
9－ロ 公衆浴場 1 0 1 0 1 0 0 0 0
11 神社・寺院 1 0 1 0 1 0 0 0 0
12－イ 工場・作業場 105 24 76 5 70 9 0 2 0
13－イ 自動車車庫・駐車場 5 0 5 0 5 0 0 0 0
14 倉　　庫 28 2 25 1 24 1 0 0 1

15
事業場（事務所） 107 6 94 7 88 10 1 0 2
事業場（農　協） 23 0 23 0 14 2 0 6 1

16－イ 複合施設 64 4 56 4 51 7 1 1 0
16－ロ 複合施設（物流基地等） 2 1 0 1 0 1 0 0 0

合　　　　　　　　計 2,145 127 1,806 212 1,703 219 16 68 12
構　成　比　（％） 100.0 5.9 84.2 9.9 79.4 10.2 0.7 3.2 0.6

注：未点検数には、期間内（６か月ごと）の点検がなされていないものも含む。

■ ■　平成29年度消防設備士試験結果　■ ■
試験実施日（第１回）平成29年７月２日（日）
試験の種類 受験申請者 受験者数 合格者数 合格率％ 試験の種類 受験申請者 受験者数 合格者数 合格率％

甲
　
　
　
　
種

特　類 4 4 2 50.0

乙
　
　
　
　
種

第１類 17 15 4 26.7
第１類 84 66 17 25.8 第２類 3 2 2 100.0
第２類 21 16 6 37.5 第３類 6 5 5 100.0
第３類 19 10 1 10.0 第４類 68 54 16 29.6
第４類 116 95 42 44.2 第５類 5 4 2 50.0
第５類 19 17 4 23.5 第６類 164 136 62 45.6

第７類 60 52 26 50.0
合計 263 208 72 34.6 合計 323 268 117 43.7

甲・乙総合計 586 476 189 39.7



消防用設備等の点検時　　＆　　

１．防火対象物点検の届出対象について

 　防火対象物点検において、業者が特定１階段の(16)項イとして防火対象物点検報告書を持っ
てきたが、１、２階が飲食店で３階は住宅となっている。
　　この場合、届出の対象となるか。

 　特定用途と住宅のうち、特定用途部分が住宅より大きい場合は、住宅を含めてすべて特定用
途の適用を受けます。（特定用途の床面積の合計 ＞ 一般住宅の床面積の合計）
　　この場合は、３階に特定用途が存することになり、防火対象物点検の届出対象に該当します。

２．政令第８条区画の点検・報告について

 　政令第８条区画は、別々の防火対象物として消防用設備等に関する点検票を作成することに
なるが、点検・報告に関しては適用されない。
　　この「適用されない」の解釈について、点検・報告はどのようにするのか。

 　消防用設備等について、政令第８条区画ごとに点検し、報告はそれぞれの防火対象物の関係
者が提出してもよいし、一つにまとめて全体の防火対象物の関係者が提出してもよいというこ
とになります。

３．自動火災報知設備の感知器の交換について

 　⑴ 　自動火災報知設備の感知器を１種から特殊に交換した。以前の消防設備士講習で、感知
器の交換は10個まで着工届が省略され、部品の交換という整備の範囲と聞いたが、消防署
からは着工届が必要と言われた。

　　⑵　また、感知器の型式が異なれば同様に着工届が必要と言われた。
　　　　すべて着工届が必要なのか。

 　⑴　感知器の10個までの交換は、同機種のものである必要があります。
　　　　今回は１種から特殊への交換であり、これに該当しないので着工届が必要となります。
　　⑵　同機種で型式の違う場合は、着工届省略に該当します。

４．共同住宅用自動火災報知設備の点検票の記載方法について

 　共同住宅用自動火災報知設備の点検票（別記様式第31）の（その２）備考８には「票中☆印
の欄は、（その４）に住戸等ごとの点検結果を記入すること。」と記載されているが、（その４）
備考２「共用部分にあっては、住棟受信機の表示番号又は警戒区域ごとに（中略）記入するこ
と。」とある。（その４）には住戸等以外の部分の記載も必要か。

 　別記様式第31（その４）は、（その１）から（その３）に表しきれない個々の状況について補
足するものとして記入を要するものです。
　　よって、共用部分も含めて記入する必要があります。なお、住戸内の部分は、外観上の項目
について居住者の自主点検をもって足りるものとなっているため、その場合は備考欄に自主点
検である旨を記載してください。



◎ 平成３０年講習期日（予定）のお知らせ
項　　　　　　　　　　目 期　　　　　　　　　　　日

消防設備士法定講習（消火設備） 　２月１３日（火）、 １４日（水）

　　　　〃　　　　（避難設備・消火器） 　２月１５日（木）、 １６日（金）

　　　　〃　　　　（警報設備） 　２月２０日（火）～２３日（金）

消防設備士試験予備講習（１類・４類・６類） 　６月１９日（火）～２１日（木）

表示登録会員点検実務研究会 　８月２４日（金）

消防設備点検資格者講習（第１種） １０月　９日（火）～１０月１１日（木）

　　　　　〃　　　　　（第２種） １０月１６日（火）～１０月１８日（木）

消防設備点検資格者再講習（第１種） １１月１３日（火）

　　　　　　〃　　　　　（第２種） １１月１４日（水）

◎平成２９年度協会の動き（６月～１２月）
会議等名称 日　　時 場　　所 内　　　　　　　　　　容

消防設備士試験
予備講習

6月20日(火)
～22日(木)

石川県地場産業
振興センター

受講者：第１類、第４類、第６類　計　３０人

点検実務研究会 8月25日(金)
石川県地場産業
振興センター

受講者：７５人（会員・消防機関職員）

平成29年度
第２回正副会長会議

9月29日(金) KKRホテル金沢
・第３回理事会提出予定案件について
・第47回表示管理委員会提出予定案件について
・その他

平成29年度
　第３回理事会

9月29日(金) KKRホテル金沢

・平成29年度一般会計事業の実施状況について
・その他
　　安全センター理事長表彰の決定について
　　会員の入退会状況について

第47回消防用設備等
点検済表示管理委員会

9月29日(金) KKRホテル金沢
・点検推進指導員の防火対象物訪問状況について
・点検済票の交付状況について
・その他

消防用設備
点検資格者
再講習

第１種 10月18日(水)
石川県地場産業
振興センター

受講者：６６人

第２種 10月19日(木) 受講者：６３人

平成29年度東海北陸
消防設備協会連絡協議
会総会

10月26日(木)
　　27日(金)

静岡県静岡市
ホテルセン
チュリー静岡

・ 他の都道府県から当該都道府県を通じ点検済証の交付
申請があった時の点検事業者名・電話番号等及び点検
済証の送付先について
・消防用設備等点検報告率の向上策について

平成29年度都道府県
消防設備協会会長会議
及び消防設備関係功労
者等表彰式

11月2日(木)  　
東京都港区
元赤坂
明治記念館

（会長会議）
講演１：最近における予防行政の動向について
講演２：消防用設備等保守業務の適正化の推進
（表彰式）
・消防庁長官表彰
　　保守関係功労者：谷口　敏氏
・安全センター理事長表彰 
　　保守関係者：西村智之氏、源田　武氏
　　優良事業所：(一財)北陸電気保安協会石川支店




